
第 ２ ７ 回 議 会 運 営 委 員 会 

日 時 令和４年８月３０日（火） 

午前１０時 

場 所 第１委員会室 

付議事項 

１ 令和４年第３回（９月）定例会に関する事項について 

(1) 会期案について 

９月２日（金）から９月２７日（火）までの２６日間 

議案名・・・資料１ 

(2) 特別委員会の中間報告 

  デジタル化推進特別委員会の中間報告を本会議初日の９月２日に行う。 

(3) 人事案件（人権擁護委員）について 

  申し合わせ事項６２と６３により行う。 

(4) 請願書の取扱いについて・・・資料２ 

 ・市民の安心と安全を守る為、鳥獣被害防止総合対策をして頂く事を求め

る請願書 

 ・飼い主のいない猫の不妊、去勢手術費に対する支援補助金の創設を求め

る請願書 

(5) 議事日程案について・・・資料３ 

(6) 陳情・要望書等の取扱いについて・・・資料４ 

・中国共産党による臓器収奪の即時停止ならびに人権状況の改善を求める

意見書の提出に関する陳情 

・地域社会に貢献するシルバー人材センターの決意と支援の要望 

 

２ 山陽小野田市議会アドバイザーについて・・・資料５ 

 

３ 申し入れ書（山陽小野田市議会６月定例会以降に開催されます本会議また

委員会等、市議会が定める公開される会議の撮影を許可していただきますよ

う申請いたします。）・・・資料６ 

 

４ 山陽小野田市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正及び申し合わ

せ事項の一部改正について・・・資料７、８ 

 

５ その他 

(1) その他 

(2) 全員協議会の開催日 

９月２日（金）午前９時３０分 議運決定事項の報告 
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令和４年第３回（９月）定例会議案名 

 

１ 市長提出議案（議案２１件、諮問３件、報告１件） 

○総務文教常任委員会所管（３件） 

 (1) 議案第６１号 山陽小野田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について                 （人事） 

(2) 議案第６２号 山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて                           （税務） 

(3) 議案第６５号 山陽小野田市議会議員及び山陽小野田市長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について                   

（選管） 

 

○民生福祉常任委員会所管（６件） 

(1) 議案第５０号 令和３年度山陽小野田市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について                     （国保） 

(2) 議案第５１号 令和３年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について                       （高齢） 

(3) 議案第５２号 令和３年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について                    （国保） 

 (4) 議案第５４号 令和３年度山陽小野田市病院事業決算認定について 

                         （病院） 

(5) 議案第５９号 令和４年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第１

回）について                       （病院） 

(6) 議案第６３号 山陽小野田市児童クラブ条例の一部を改正する条例の制

定について                       （子育て） 

 

○産業建設常任委員会所管（９件） 

(1) 議案第４９号 令和３年度山陽小野田市駐車場事業特別会計歳入歳出決

算認定について                      （都市） 

(2) 議案第５３号 令和３年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計歳

入歳出決算認定について                  （公営） 

(3) 議案第５５号 令和３年度山陽小野田市水道事業決算認定について 

                     （水道） 
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(4) 議案第５６号 令和３年度山陽小野田市工業用水道事業決算認定につい

て                            （水道） 

(5) 議案第５７号 令和３年度山陽小野田市下水道事業決算認定について                  

（下水） 

(6) 議案第６０号 令和４年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第１

回）について                       （下水） 

(7) 議案第６４号 山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制

定について                        （都計） 

(8) 議案第６６号 令和３年度山陽小野田市水道事業会計未処分利益剰余金

の処分について                      （水道） 

(9) 議案第６７号 令和３年度山陽小野田市工業用水道事業会計未処分利益

剰余金の処分について                   （水道） 

 

○一般会計予算決算常任委員会所管（３件） 

(1) 議案第４８号 令和３年度山陽小野田市一般会計歳入歳出決算認定につ

いて                           （財政） 

(2) 議案第５８号 令和４年度山陽小野田市一般会計補正予算（第５回）に

ついて                          （財政） 

(3) 承認第５号 令和４年度山陽小野田市一般会計補正予算（第４回）に関

する専決処分について                   （財政） 

 

○人事案件（３件） 

(1) 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦について     （人事） 

(2) 諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦について     （人事） 

(3) 諮問第３号 人権擁護委員の候補者の推薦について     （人事） 

 

○報告（１件） 

 (1) 報告第５号 令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

（財政） 

 

２ 行政報告 

(1) 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の令和３年度決算概要及

び令和４年度事業計画概要について             （大学） 











1 
 

 

令和４年第３回（９月）定例会議事日程（案） 
 

月 日 曜 開議時刻 会議名 摘 要 

９ ２ 金 

午前１０時 本会議 

・会期の決定 

・諸般の報告（行政報告、事務報告） 

・特別委員会の中間報告 

・報告１件を報告及び質疑 

・諮問３件を一括上程、提案理由の説明、 

質疑、討論及び採決 

・議案２１件を一括上程、提案理由の説 

明、質疑及び委員会付託 

・請願２件の委員会付託報告 

本会議終了後 委員会 ・一般会計予算決算常任委員会(全体会) 

９ ３ 土  休 会  

９ ４ 日  休 会  

９ ５ 月 午前９時 委員会 

・総務文教常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会総務文教 

分科会 
 

・民生福祉常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会民生福祉 

分科会 

９ ６ 火 午前９時 委員会 

・総務文教常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会総務文教 

分科会 
 

・産業建設常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会産業建設 

分科会 

９ ７ 水 午前９時 委員会 

・民生福祉常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会民生福祉 

分科会 
 

・産業建設常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会産業建設 

分科会 

資料３ 
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９ ８ 木  委員会 ・予備日 

９ ９ 金 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（ 人） 

９ １０ 土  休 会  

９ １１ 日  休 会  

９ １２ 月 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（ 人） 

９ １３ 火 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（ 人） 

９ １４ 水 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（ 人） 

９ １５ 木 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（ 人） 

９ １６ 金  休 会 ・議事整理日 

９ １７ 土  休 会  

９ １８ 日  休 会  

９ １９ 月  休 会 ・敬老の日 

９ ２０ 火  休 会 ・議事整理日 

９ ２１ 水 午前１０時 委員会 ・一般会計予算決算常任委員会(全体会) 

９ ２２ 木  休 会 ・議事整理日 

９ ２３ 金  休 会 ・秋分の日 

９ ２４ 土  休 会  

９ ２５ 日  休 会  

９ ２６ 月  休 会 ・議事整理日 

９ ２７ 火 午前１０時 本会議 

・付託案件に対する委員長報告、質疑、 

討論及び採決  

・閉会中の調査事項について 
 













プロフィール 

 

 

江藤 俊昭（えとう としあき）氏 

 

大正大学社会共生学部公共政策学科教授 

1956年東京都生まれ 

 

1986（昭和61）年中央大学大学院法学研究科博士後期課程満期退学 

専攻は地域政治論 

 

【主な役職】 

三重県議会議会改革諮問会議会長、鳥取県智頭町行財政改革審議会会長、 

第29次・第30次地方制度調査会委員等を歴任 

現在、総務省「町村議会のあり方に関する研究会」委員、マニフェスト大賞

審査委員、全国町村議会議長会「報酬等に関する研究会」委員長、全

国町村議会議長会特別表彰審査委員、議会サポーター・アドバイザー

（栗山町、芽室町、滝沢市、山陽小野田市）、地方自治研究機構評議

委員 

・平成28年3月22日～ 本市議会アドバイザー 

 

【主な著書】 

『議会改革の第２ステージ―信頼される議会づくりへ』（ぎょうせい） 

『自治体議会の政策サイクル』（編著、公人の友社） 

『Q&A 地方議会改革の最前線』（編著、学陽書房、2015年） 

『自治体議会学』（ぎょうせい）等多数。 

現在、『ガバナンス』（ぎょうせい刊）、『議員NAVI』（第一法規）連載中 
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(宛先)

申請者 住所 (所在地 )

社名・団体名

代 表 者 氏 名

担当者連絡先

会議名・内容

開会日

撮影・録音
の

対象・範囲

撮影・録音
の使用目的

使用機器
及び台数

録音・撮影
者の人数等

　　　　　　年　　　月　　　日

（例；陳情○号の審議、○○議員の一般質問質疑　等、具体的に記載ください。）

（例；○○に関する陳情について、審議内容を記事にする　等）

発行(放送)
予定日等

　　　　　　年　　　月　　　日　予定

出版物・番組・インターネットニュース・ホームページ等の名称

[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

ビデオカメラ　　台、 カメラ　　台、 ボイスレコーダー　　台、三脚　　台

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　台

　　　　名　　　担当者名：

※裏面も必ずご確認ください

□ 本会議　　　□ 委員会 (名称：　　　　　　　　　　　　　 委員会)
　対象とする議案・陳情・報告事項の名称・内容等

[
]

会議の撮影及び録音許可申請書
年　　　月　　　日　

　 板橋区議会の会議を下記のとおり（　撮影　・　録音　）したいので、東京都板橋区

 議会傍聴についての規則第５条第５号の規定により申請します。

記

資料６



◆注意事項

■区議会記入欄

　 許可条件：

　（備考欄）

議長（委員長）署名：

１　撮影・録音をされる場合は、事前に必ず傍聴券をお受け取りください。

２　傍聴人多数により入場することができない場合は、傍聴及び撮影・録音をお断りする

　ことがあります。

上記の遵守事項及び注意事項の内容をすべて確認し、同意します。
　 レ点チェック

本申請を、　　　許可する　　・　　不許可とする

また、許可の取り消しをされた場合は、撮影・録音データ等の削除をお願いします。

許可を受けた者は、以下に掲げる事項を守ること。

１　照明の使用（フラッシュ撮影含む）をしないこと。

２　撮影及び録音を行う場所は、区議会事務局職員の指示する傍聴席内の指定位置とし、

　みだりに移動しないこと。

３　他の傍聴者を写さないこと。

４　報道にあたっては、公正で公平かつ客観的に行うこと。

５　申請時の目的以外に映像や音声等を使用しないこと。

６　区議会が用意する名札や腕章等を常に着用すること。

７　その他、他の傍聴者の迷惑にならないよう十分配慮し、議長（委員長）及び区議会

　事務局職員の指示に従うこと。

上記に違反した場合、撮影・録音の許可を取り消し、退場を命ずることがあります。

東京都板橋区議会傍聴についての規則第５条に規定する遵守事項に加え、撮影・録音の

◆撮影・録音にあたっての遵守事項





 

山陽小野田市議会政務活動費の交付に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（政務活動費の交付） 

第２条 市は、市議会における会派及び会派に属していない議

員（以下「無所属議員」という。）に対して、政務活動費を

交付する。 

（政務活動費の交付） 

第２条 市は、市議会における会派（３人以上の議員で組織す

る団体で議長に届け出たものをいう。以下同じ。）及び会派

に属していない議員（以下「無所属議員」という。）に対し

て、政務活動費を交付する。 
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申し合わせ事項新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

（会派の成立要件） 

１２８ 会派は、３人以上の議員又は同一の政党に属する

２人の議員（当該政党に係る公職選挙法第８６条の４第

４項の証明書を添えて立候補の届出をした者に限る。）で

組織し、議長に届け出たものとする。 

（会派の成立要件） 

１２８ 会派は、３人以上の議員で組織し、議長に届け出

たものとする。 
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16 会派結成届 
 

 

令和 年 月 日 
 

山陽小野田市議会議長      様 
 

代表者          
 

会 派 結 成 届 
 

下記のとおり会派を結成したので届け出ます。 
 

記 
 

１ 会 派 の 名 称 

２ 結 成 年 月 日 

３ 会派所属議員  ○ ○ ○ ○  

○ ○ ○ ○  

○ ○ ○ ○  

４ 会 派 理 念 
 

注１ 所属議員数は、３人以上必要である。 

注１ 同一の政党に属する２人の議員が届け出る場合は、当該政党に属

することを証する書面を添えなければならない。ただし、当該書面を選

挙管理委員会に提出している議員はこれを省略できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


